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九州中央病院の疑義照会手順の再変更について（お知らせ） 

 

九州中央病院薬剤部から、疑義照会手順が再度変更になる旨、ご連絡がありましたので

お知らせします。 

つきましては、貴会会員薬局にご周知のほどご協力をよろしくお願い申し上げます。 

記 

※九州中央病院薬剤部からのご連絡内容 
３月１日から疑義照会の手順を変更いたしましたが、当院に採用のない薬剤が疑義照会

で追加・変更となり対応に苦慮した事例がございました。 
「成分が異なる同効薬」への変更や、「当院での処方歴のない薬剤の追加」については、 

医師ではなく薬剤科へ連絡をお願いいたします。 
なお、当院の採用薬をホームページへ掲載することを検討していることを申し添えます。 

 

 （九州中央病院の疑義照会等問合せ等の一覧より抜粋） 

疑義照会の 

問い合わせ先 

＜平日 ８：３０～１７：００＞  

 処方内容→医師または診療科（外来日は診療科を優先）  

  【注意】 

「成分が異なる同効薬への変更」や 

 「当院での処方歴のない薬剤の追加」は、薬剤科へ連絡 
 
 保険→医事課（外来計算）       

     ●病院代表：０９２-５４１-４９３６（内線：２１１６）  
 
上記以外→薬剤科       

     ●「用法、Rp、以下余白」等の脱落は システム上の 

       問題である可能性あり、直ちに ご連絡ください 
 
＜休日、夜間（１７：００～）＞  

 処方内容→医師（つながらない場合は薬剤科）  

 上記以外→薬剤科 

疑義照会、 

後発品変更等後の処理 

※疑義照会連絡用紙 または 包括的事前合意プロトコル連絡 

 用紙に記載の上、処方箋とともに下記へ FAX      

   ●院外処方箋窓口：０９２-５５４-５５２８ 
 
※疑義照会連絡用紙は、宗像薬剤師会 HPに掲載  

    「会員ページ→広域病院」 

  ※後発医薬品への変更の場合は、お薬手帳等により、   

  医師へ情報提供して下さい 

 

変更点 

会員薬局各位 

下記の通り、福岡市薬剤師会より届きましたのでお知らせ致します。 

問合せ一覧も変更されていますので、HPへ掲載しておきます。 

R６年３月１４日 一般社団法人 宗像薬剤師会 


